
金沢市地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行細則をここに公布する｡

平成21年１月19日

金沢市長 山 出 保�金沢市規則第１号
金沢市地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行細則

(趣旨)

第１条 この規則は､ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (平成20年法律第40号｡ 以下 ｢法｣ とい

う｡) の施行に関し､ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 (平成20年政令第337号)､ 地域

における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 (平成20年文部科学省・国土交通省令第１号)､ 文部科

学省・農林水産省・国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 (平成20年文部

科学省・農林水産省・国土交通省令第１号)､ 文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法

律施行規則 (平成20年文部科学省令第33号) 及び国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する

法律施行規則 (平成20年国土交通省令第91号) に定めるもののほか､ 必要な事項を定めるものとする｡

(指定の提案)

第２条 法第13条第１項の規定による提案は､ 歴史的風致形成建造物指定提案書 (様式第１号) により行うものとす

る｡

(指定の通知)

第３条 法第14条第１項の規定による歴史的風致形成建造物の指定の通知は､ 歴史的風致形成建造物指定書 (様式第

２号) により行うものとする｡

(標識)

第４条 法第14条第２項の規定により設置する標識 (以下 ｢標識｣ という｡) には､ 次に掲げる事項を記載するもの

とする｡� 歴史的風致形成建造物の文字� 指定番号� 指定年月日� 金沢市の表示

２ 標識の様式は､ 様式第３号のとおりとする｡

３ 標識は､ 公衆の見やすい場所に設置するものとする｡

(増築等の届出)

第５条 法第15条第１項の規定による届出は､ 歴史的風致形成建造物増築等届出書 (様式第４号) により行うものと

する｡

２ 法第15条第２項の規定による届出は､ 歴史的風致形成建造物増築等変更届出書 (様式第５号) により行うものと

する｡
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(所有者の変更の届出)

第６条 法第18条の規定による届出は､ 歴史的風致形成建造物所有者変更届出書 (様式第６号) により行うものとす

る｡

附 則

この規則は､ 公布の日から施行する｡

様式第１号 (第２条関係)

歴史的風致形成建造物指定提案書

年 月 日

(あて先) 金沢市長

提案者 住所

氏名 �
(提案者本人が署名する場合は､ 押印を省略できます｡)

次の建造物について､ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第１項に規定する歴史的風致

形成建造物に指定されるよう提案します｡

備考

１ 提案者の住所及び氏名の欄には､ 法人にあっては､ 主たる事務所の所在地､ 名称及び代表者の氏名を記入し

てください｡

２ 次に掲げる図書を添付してください｡� 当該建造物の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す縮尺2,500分の１以上の図面� 当該建造物の写真� 当該建造物に提案者以外の所有者がいるときは､ その全員の合意を得たことを証する書類

様式第２号 (第３条関係)

歴史的風致形成建造物指定書

指定番号 第 号

指定年月日 年 月 日

建造物の名称

建造物の所在地

所有者 住所

氏名

上記の建造物を地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に基づき､ 歴史的風致形成建造物に指定す

る

年 月 日

金沢市長 □印
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建造物の名称

建造物の所在地

提案の理由



様式第３号 (第４条関係)

歴史的風致形成建造物

指定番号 第 号

指定年月日 年 月 日

金沢市

様式第４号 (第５条関係)

歴史的風致形成建造物増築等届出書

年 月 日

(あて先) 金沢市長

届出者 住所

氏名 �
(届出者本人が署名する場合は､ 押印を省略できます｡)

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第15条第１項の規定により､ 次のとおり届け出ます｡

備考

１ 届出者の住所及び氏名の欄には､ 法人にあっては､ 主たる事務所の所在地､ 名称及び代表者の氏名を記入し

てください｡

２ ※の欄は､ 該当するものの前の□にレを記入してください｡

３ 次に掲げる図書を添付してください｡� 当該行為の設計仕様書及び設計図� 当該歴史的風致形成建造物の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す縮尺2,500分の１以上の図面� 当該歴史的風致形成建造物及び当該行為をしようとする箇所の写真� 届出者が歴史的風致形成建造物の所有者以外の者であるときは､ 当該所有者の意見書
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行為の種類 ※ □増築 □改築 □移転 □除却

指定番号 第 号

建造物の名称

建造物の所在地

行為の場所

着手予定日

行為の設計又は施行方法

完了予定日



様式第５号 (第５条関係)

歴史的風致形成建造物増築等変更届出書

年 月 日

(あて先) 金沢市長

届出者 住所

氏名 �
(届出者本人が署名する場合は､ 押印を省略できます｡)

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第15条第１項の規定による届出に係る事項のうち､ 設計又

は施行方法を変更したいので､ 次のとおり届け出ます｡

備考

１ 届出者の住所及び氏名の欄には､ 法人にあっては､ 主たる事務所の所在地､ 名称及び代表者の氏名を記入し

てください｡

２ ※の欄は､ 該当するものの前の□にレを記入してください｡

３ 次に掲げる図書を添付してください｡� 当該行為の設計仕様書及び設計図� 当該歴史的風致形成建造物の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す縮尺2,500分の１以上の図面� 当該歴史的風致形成建造物及び当該行為をしようとする箇所の写真� 届出者が歴史的風致形成建造物の所有者以外の者であるときは､ 当該所有者の意見書
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行為の種類 ※ □増築 □改築 □移転 □除却

指定番号 第 号

建造物の名称

建造物の所在地

行為の場所

着手予定日

行為の設計又は施行方法
変更前

変更後

完了予定日



様式第６号 (第６条関係)

歴史的風致形成建造物所有者変更届出書

年 月 日

(あて先) 金沢市長

届出者 住所

氏名 �
(届出者本人が署名する場合は､ 押印を省略できます｡)

歴史的風致形成建造物の所有者が変更したので､ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第18条の

規定により､ 次のとおり届け出ます｡

備考 届出者の住所及び氏名の欄には､ 法人にあっては､ 主たる事務所の所在地､ 名称及び代表者の氏名を記入し

てください｡
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指定番号 第 号

建造物の名称

建造物の所在地

新所有者
住 所

氏 名

旧所有者
住 所

氏 名

変更の理由
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平成21年(2009年)１月19日 印刷 発行人 金 沢 市
平成21年(2009年)１月19日 発行 発行所 金 沢 市 役 所

定価 120円 印刷所 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 (株) 共 栄
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